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今号の紙面から
2
三鷹市自治体経営白書を発行

三鷹で育つ三羽の鷹

3
「あすのまち・三鷹」プロジェ

クト始動¿

4
新ごみ処理施設アンケート結果

5
児童扶養手当制度が変わる

6
市民ハイキング

もうひとつのワールドカップ

8
第８回夏休み子どもランド

9
水車ボランティア養成講座

10
秋の胃集団検診

11
縄文後期の土偶が

出土

武蔵野三鷹ケーブルテレビ５CH
1日4回放送9:30/14:30/19:30/23:30

●第147回（８月４日～８月17日放送）
「三鷹市自治体経営白書」発行／プロジ
ェクト始動「あすのまち・三鷹」／
「住民基本台帳ネットワークシステム」
住民票コード通知票を送付

ＦＭむさしの78.2ＭＨｚ
月～金曜日10:20～25放送

毎月第1・3日曜日発行Nｏ.1240 平成14年 2002.8.4

◇「広報みたか」は再生紙を使用しています

全
国
の
自
治
体
の
住
民
基
本
台
帳
を
ネ
ッ
ト
ワ
U

ク
で
つ
な
ぐ
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ

U

ク
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
）
の
一
次
サ
U

ビ
ス
が
８
月
５
日
Ã
か
ら
開
始
さ

れ
ま
す
。

市
で
は
、
こ
の
一
次
稼
働
に
あ
た
り
、
今
年
３
月
に
「
三
鷹
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を

改
正
し
、
通
信
回
線
の
接
続
先
機
関
に
個
人
情
報
の
漏
え
い
ま
た
は
不
適
切
な
利
用
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
回
線
の
一
時
停
止
な
ど
を
含
む
『
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
』
な
ど
の
定
め
を
設
け
ま
し
た
。
ま
た
、
管
理
・
運
用
に
関
し
独
自
の
「
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
基
準
」
を
設
け
、
外
部
機
関
に
よ
る
定
期
的
な
監
査
の
実
施
を
定
め
る
な
ど
、
個

人
情
報
の
保
護
に
厳
格
な
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

な
お
、
８
月
５
日
に
は
、
市
か
ら
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
の
あ
る
市
民
す
べ
て
の
方
を
対

象
に
、
世
帯
主
あ
て
に
住
民
票
コ
U

ド
を
記
載
し
た
「
住
民
票
コ
U

ド
通
知
票
」
を
発
送
い

た
し
ま
す
。

∞
市
民
課
住
民
記
録
係
ò
内
線
２
３
３
５
・
２
３
３
６
（
８
月
末
日
ま
で
）

デ
ジ
タ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
U

ク
社
会
の
急
速

な
進
展
の
中
で
、
住
民
負
担
の
軽
減
・
住
民

サ
U

ビ
ス
の
向
上
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
行

政
改
革
を
目
的
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
各
種
行
政
手
続
き

に
住
民
票
の
写
し
の
添
付
が
不
要
に
な
る
な

ど
、
手
続
き
や
届
出
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
平
成
15
年
度
８
月
に
予
定
さ
れ
て

い
る
二
次
稼
働
（
本
格
稼
働
）
後
は
、
全
国

ど
こ
の
市
町
村
で
も
住
民
票
の
写
し
の
交
付

が
受
け
ら
れ
る
サ
U

ビ
ス
の
開
始
も
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

fl
平
成
14
年
８
月
５
日
以
降
、
住
民
票
に

記
載
さ
れ
て
い
る
方
お
１
人
ず
つ
に
、
11
ケ

タ
の
住
民
票
コ
U

ド
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

‡
住
民
票
コ
U

ド
は
、
無
作
為
に
付
番
さ

れ
た
11
ケ
タ
の
数
字
な
の
で
、
三
鷹
市
民
で

あ
る
こ
と
や
家
族
構
成
を
推
測
可
能
な
番
号

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

·
住
民
票
コ
U

ド
は
、
法
で
定
め
ら
れ
た

国
や
都
道
府
県
の
事
務
に
利
用
さ
れ
ま
す
の

で
、
従
来
の
申
請
や
手
続
き
が
順
次
簡
素
化

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
は
市
民
の
み
な
さ
ん
の

大
切
な
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
た
め
、
そ
の

保
護
が
最
も
重
要
な
課
題
で
す
。そ
の
た
め
、

制
度
・
技
術
・
運
用
面
で
次
の
よ
う
な
対
策

が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

◇
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
で
保
有
す
る
本
人
確
認

情
報
は
、
法
律
に
よ
り
、
氏
名
・
生
年
月
日
・

性
別
・
住
所
・
住
民
票
コ
U

ド
お
よ
び
こ
れ

ら
の
変
更
情
報
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
民
間
部
門
の
住
民
票
コ
U

ド
の
利
用
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
外
部
ネ
ッ
ト
ワ
U

ク
の
不
正
侵
入
・
情
報

の
漏
え
い
を
防
止
し
ま
す
。

〈
三
鷹
市
独
自
の
対
策
〉

三
鷹
市
で
は
運
用
面
を
中
心
に
一
層
、
厳

格
な
対
策
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

◇
今
年
３
月
に
「
三
鷹
市
個
人
情
報
保
護
条

例
」
に
一
部
改
正
を
行
い
、
次
の
よ
う
に
厳

格
な
ル
U

ル
を
定
め
運
用
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

・
市
の
電
子
計
算
組
織
と
接
続
先
機
関
の
電

子
計
算
組
織
と
の
通
信
回
線
に
よ
る
結
合
に

よ
り
個
人
情
報
の
処
理
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
処
理
状
況
を
毎
年
１
回
以
上
委
員

会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
広
報
な
ど
で
公

表
を
行
う
。

・
個
人
情
報
の
漏
え
い
ま
た
は
不
適
切
な
利

用
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
接

続
先
機
関
に
対
し
て
報
告
を
求
め
た
り
、
調

査
を
行
う
。

・
個
人
情
報
の
漏
え
い
ま
た
は
不
適
切
な
利

用
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
個
人
情
報
保

護
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
個
人
情
報
の

保
護
を
図
る
た
め
に
回
線
の
一
時
停
止
な
ど

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
の
一
次
稼
働
に
伴
い
、

市
で
は
８
月
５
日
Ã
に
、
市
内
に
お
住
ま
い

で
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
の
あ
る
す
べ
て
の

方
を
対
象
に
、
世
帯
主
あ
て
に
住
民
票
コ
U

ド
を
記
載
し
た
「
住
民
票
コ
U

ド
通
知
票
」

を
お
送
り
し
ま
す
（
配
達
の
完
了
に
は
１
週

ハ
U

モ
ニ
U
（
三
鷹
駅
南
口
デ
ッ
キ
上
）

池
田
宗
弘
作
　
１
９
９
５
年

こ
の
秋
、新
し
い
企
画
展
示「
天
空
の

城
ラ
ピ
ュ
タ
と
空
想
科
学
の
機
械
た
ち

展
」や
新
作
ア
ニ
メ
U

シ
ョ
ン「
め
い
と

こ
ね
こ
バ
ス
」
の
公
開
が
始
ま
る
三
鷹

の
森
ジ
ブ
リ
美
術
館
（
三
鷹
市
立
ア
ニ

メ
U

シ
ョ
ン
美
術
館
）に
、市
民
の
み
な

さ
ん
を
抽
選
に
よ
り
ご
招
待
し
ま
す
。

９
月
29
日
À
が
三
鷹
市
民
デ
U

、
10

月
１
日
（
都
民
の
日
）
が
市
民
お
よ
び

近
隣
市
市
民
招
待
デ
U

と
な
り
ま
す
。

応
募
要
項
は
次
号（
８
月
18
日
発
行
）

に
掲
載
し
ま
す
。

お
楽
し
み
に
。

∞
企
画
経
営

室
ò
内
線
２
１

１
４

Õ

二
馬
力

今
後
の
予
定
（
二
次
稼
働
）

「
住
民
票
コ
U

ド
通
知
票
」

を
発
送

平
成
15
年
８
月
（
予
定
）
か
ら
、
二
次
サ

U

ビ
ス
と
し
て

◇
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付

◇
住
民
基
本
台
帳
カ
U

ド
（
Ｉ
Ｃ
カ
U

ド
）

の
交
付

◇
転
入
・
転
出
の
特
例

な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
今
後

も
、
具
体
的
な
事
務
手
続
き
や
シ
ス
テ
ム
の

詳
細
な
ど
に
つ
い
て
「
広
報
み
た
か
」
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
て
い
き
ま
す
。

間
程
度
か
か
り
ま
す
）。
こ
の
通
知
票
に
基

づ
く
新
た
な
手
続
き
は
発
生
し
ま
せ
ん
が
、

家
族
も
含
め
大
事
な
個
人
情
報
で
す
の
で
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
票
コ
U

ド
と
は

住
基
ネ
ッ
ト
と
は

市
独
自
に
厳
格
な
個
人
情
報
保
護
対
策

〜
条
例
の
改
正
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
準
、外
部
監
査
な
ど

の
必
要
な
措
置
を
と
る
。緊
急
の
場
合
に
は
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
、
速
や
か
に
同
委

員
会
に
報
告
す
る
。

◇
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
の
管
理
・
運
用
に
関
す

る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
準
と
し
て
、「
住
基
ネ

ッ
ト
」を
取
り
扱
う
端
末
機
器
の
取
扱
要
領
、

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
機
器
の
取
扱
を
行
う
職
員

の
制
限
な
ど
を
定
め
、
情
報
の
漏
え
い
な
ど

の
防
止
を
は
じ
め
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い

に
万
全
を
期
し
ま
す
。

◇
毎
年
１
回
以
上
、
こ
の
よ
う
な
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
基
準
に
沿
っ
て
管
理
・
運
用
さ
れ
る

「
住
基
ネ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
外
部
機
関
に
よ

る
定
期
的
な
監
査
を
実
施
し
、
継
続
的
な
改

善
を
図
り
ま
す
。

◇
こ
れ
ら
の
個
人
情
報
保
護
対
策
の
充
実
・

強
化
に
つ
い
て
、
国
に
対
し
て
、
東
京
都
市

長
会
と
し
て
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律

の
早
急
な
整
備
や
監
視
委
員
会
の
設
置
な
ど

を
要
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
継
続
し

て
改
善
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
民
間
が
住
民
票
コ
U

ド

を
使
用
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

‚
ご
本
人
も
し
く
は
法
定
代
理
人
の
請
求

に
よ
り
、
随
時
変
更
で
き
ま
す
（
変
更
の
た

め
の
方
法
や
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

住基ネットで保有する情報は、「氏名」・「生年月日」・「性別」・
「住所」・「住民票コード」・「これらの変更情報」のみ


